
◎ご契約の前にご確認ください。
■ 保障（責任）の開始について
ご契約のお引受を当社が承諾した場合、お申込みを受けた時にさかのぼってご契約の保障を開始（責任開始）します。
ただし、第 1 回保険料が責任開始日の属する月の翌々月末日までに払い込まれないときは、保険契約は無効となります。

■ 告知について
ご契約者や被保険者には、健康状態などについて告知していただく義務があります。ご契約にあたっては、過去の傷病
歴、現在の健康状態など、おたずねすることについてありのままを正しくお知らせ（告知して）ください。

■ 保険金のお支払いができない場合
免責事由に該当した場合など、保険金のお支払いができない場合があります。保険金のお支払いができない場合の詳細
については、「契約概要」「注意喚起情報」「普通保険約款•特約」をご覧ください。

■ 自動更新について
•この保険契約の保険期間は 1 年です。保険期間満了日の１か月前までに更新しない旨のお申し出がない限り、健康

状態にかかわらず自動的に更新されます。（告知は不要）
•更新後の保険料は更新日の被保険者の年齢および保険料率により計算し、更新後の保険契約には更新日の普通保険

約款•特約を適用します。
・保険期問満了日の翌日における被保険者の年齢が満74歳まで更新されます。

■ 解約返戻金について
この保険には保険期間を通じて解約返戻金はありません。

■ こ‘契約にあたってこ‘注意いただきたい事項
•この保険には満期保険金および契約者配当金はありません。
・入院中の方はお申込みいただけません。
・ご契約にあたっては、お客さまご自身で「契約概要」「注意喚起情報」「普通保険約款•特約」をご確認のうえ、お申込みの

手続きを行ってください。
・当社の保険募集人（募集代理店、募集代理店の取扱担当者、楽天生命保険株式会社の再委託代理店＊等）は、お客さま

と当社の保険契約の締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さま
からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。

•お申込みいただき有効に成立したご契約は、引受保険会社であるあんしん少額短期保険株式会社と契約されたものと
なり、保険金についてもあんしん少額短期保険株式会社がお支払いします。

・商品の詳しい内容に関するご質問は、あんしん少額短期保険株式会社までお問合せください。
・お問い合わせURL:https://www.ansin-ssi.com

◎こ‘契約の際には「契約概要」「注意寧情報」「普通保険約款•特約」を必ずご覧ください。

「契約概要」は保険商品の内容などをご理解いただくために必要な情報を記載したもので、「注意喚起情報」は契約内容などに
おいて特にご注意いただきたい情報を記載したものです。お申込みの前に必ずご確認ください。

■募集代理店 ■引受保険会社
あんしん少額短期保険株式会社

糖尿病

ほけん
℃う一

以下の告知4項目すべてに該当しなければ、

お申込みいただけます。

最近3ヵ月以内に、医師により入院・手術をすすめられたことがありますか？

過去2年以内に、病気で入院・手術をしたことがありますか？
（正常分娩による入院は除きます）

過去5年以内に以下の病気と医師に診断されたことがありますか？
あるいは過去5年以内に以下の病気で入院したことや手術を受けたことがありますか？
（がん（肉腫・悪性脳腫瘍・白血病・悪性リンパ腫・骨髄腫などの悪性新生物、上皮内新生物）、
心疾患、脳血管疾患、肝硬変）

現在、糖尿病を原因とする以下の障がい状態に該当していますか？

•1手の1手指以上を失ったもの •1足の1足指以上を失ったもの •人工透析療法または腎移植を受けたもの

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番7号
https://www.ansin-ssi.com/ 　　あんしん少額短期保険株式会社



持病があっても糖尿病の方でもこ
‘

加入しやすいほけんです。
糖尿病になる可能性がある人は実はたくさんいます

入院することになったら ］ 
入院の際には、治療費のほか、食事代、差額ベッド代などの自己負担が必要です。

■入院日数

［入院の約半数は1週間以内］
61日以上
31~60日

15~30日62人 一 —

10万円

記、

8~14日104人
調査人数368人

出典：（公財）生命保険文化センタ一「令和元年度 生活保障に関する調査」より楽天少短試算
※過去5年間に入院し、自己負担費 用を支払った人をベー スに集計
※高額療蓑費制度を利用した場合は利用後の金額
※治療費・食事代・差額ベッド代に加え、交通費 （見舞いに来る家族の交通費も含む）や衣類、日用品などを含む

糖尿病のリスク ］ 
糖尿病は、自覚症状のないままに糖尿病神経障害、糖尿病腎症、糖尿病網膜症といった重い合併症になるリスクの高い
病気です。厚生労働省の「平成28年国民健康・栄養調査報告」によれば、糖尿病が強く疑われる人と糖尿病の可能性を否
定できない人を合わせると糖尿病の患者総数は2,000万人と推計されます。

■ 糖尿病患者数の状況「糖尿病が強く疑われる者」、「糖尿病の可能性を否定できない者」の推計人数の年次推移

（万人 ）
2,500 

2,000 

1,500卜 1,370万人

1,000 

500 

゜

5日未満
76人

5~7日
95人

糖尿病の可能性が否定できない者 一糖尿病が強く疑われる者

2,210万人
2,050万人 2,000万人

1,620万人

■ 1週間以内の入院の自己負担額

[1週間以内の入院の約半数は10万円でカバーできる］
100万円以上 2人
50~100万円末満：：·�
30~50万円未満7人

20~30万円未満21人

10~20万円未満51 人

平成9年 平成14年 平成19年 平成24年 平成28年

※「糖尿病の可能性を否定できない者」の判定：ヘモグロビンA1c値(NGSP)が6.0％以上6.5％未満（平成19年まではヘモグロビン
A 1 c(JDS)値が5.6％以上6.1％未満）で、「糖尿病が強く疑われる者」以外の者

※「糖尿病が強く疑われる者」の判定：ヘモグロビンA1 c(NGSP)値が6.5％以上 （平成19年まではヘモグロビンA1c(」DS)値が
6.1％以上 ）、または現在糖尿病を治療中の者

出典：平成28年「国民健康・栄養調査報告」 （厚生労働省）

医師に糖尿病と診断されたら、食事療法や運動療法など治療方針が決まり治療が開始します。
糖尿病の治療では、患者自身の自己管理や糖尿病に関する正しい知識をつけることが重要といわれており、そのため
に医師より教育入院＊を勧められるケースがあります。

新たに糖尿病と診断され、
1週間 の教育 入院 ＊ をすることになった場合

入院 一 時給付金 50,000円
糖尿病入院時支援金 50,000円

お支払い保険金 100,000 円

＊教育入院とは、愚者やその家族に糖尿病を正しく理解してもらうことを目的としたもので、入院して食事療法や運動療法などを
実践しながら学んでいただくシステムです。

糖尿病の怖い合併症 ］ 

血糖値が高い状態が続くと、しびれや痛みを感じたり、その逆に感覚がなくなるなどの障害
糖尿病神経障害 をおこしたりすることがあります。

糖尿病腎症
糖尿病腎症の発症早期は無症状であることが多いですが、腎機能が低下すると、からだの
調節機能が弱まることでさまざまな症状・合併症がおこります。機能低下が進行し末期腎
不全に至ると、腎臓の機能を代行する治療である「透析療法」が必要になります。

糖尿病網膜症
糖尿病で血糖コントロ ー ルの悪い状態が長引くと、網膜にも血管障害が起こります。悪化
すると、網膜出血や網膜剥離などが起こり、視力の低下や失明をすることがあります。

合併症になったら ］ 
例えば、糖尿病神経障害の合併症を発症した場合、少しの足先の傷でも気がつかず、高血糖で傷が治りにくいことも
あり、潰瘍が発生し壊疸を起こしやすくなります。血行再建術などの治療が奏功しなければ、下肢切断を余儀なくされ
るといわれており、ひとたび合併症を発症すると、患者の生活の質を著しく低下させるだけでなく、経済的な不安や負
担を与えかねません。

糖尿病の治療を続けていたが、
血管障害により足の壊疸が進行したため入院し
右膝下から切断手術を行った場合

入院 一 時給付金
糖尿病入院時支援金
糖尿病障がい支援金＊

お支払い保険金

50,000円
50,000円

500,000円

600,000円

＊下記の当社所定の障がい状態に該当した場合、糖尿病障がい支援金をお支払いします。糖尿病障がい支援金のお支払後、ご契約
は失効します。失効後、同一の被保険者が新たにこの保険にお申込みいただくことはできません。
• 1手の1手指以上を失ったもの • 1足の1足指以上を失ったもの ・人工透析療法または腎移植を受けたもの
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＠保障内容 保険期間1年で保険期間中に被保険者が入院したとき、または所定の障がい状態に
糖尿病を原因とする入院については、入院一時給付金に加え、糖尿病入院時支援金

なったときに所定の保険金を支払う医療保険です。
をお支払いします。入院には日帰り入院、教育入院を含みます。＊1

糖尿病ほけん（正式名称：総合医療保険）

総合医療保険 （主契約）

保 険 金 特 約＊2
支払 事由（保険金をお支払いする場合） 支払額

糖尿病患者向
入院一時給付金特約

被保険者が病気
の治療を目的とし

やケガを直接の原因として、その病気またはケガ
た入院をした場合＊3 5万円

糖尿病入院時支援金特約
被保険者が糖尿
目 的 と して 入 院

病または糖尿病に起因する病気の治療を直接の
をした場合＊4 さ年 5万円

＊5

�;：志祠

糖尿病障がい支援金特約

被保険者が糖尿
定める障がい状
・ 1 手の 1 手指以
• 1 足の 1 足指以
・人工透析療法ま

病または糖尿病に起因する病気によって下記に
態に該当した場合
上を失ったもの
上を失ったもの
たは腎移植を受けたもの

50万円

*1 日帰り入院とは、入院日と退院日が同 一の入院で、入院基本料などの支払いの有無で判断します。保険金のお支払いは保障の対象
教育入院とは、患者やその家族に糖尿病を正しく理解してもらうことを目的としたもので、入院して食事療法や運動療法などを実践
主契約に特約が自動的にセットされます。
2回目以降のお支払いは、直前の入院一時給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて181日以降に開始した入
2回目以降のお支払いは、直前の糖尿病入院時支援金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて181日以降に開始し
糖尿病または糖尿病に起因する病気で入院治療された場合、入院一時給付金に加えて、糖尿病入院時支援金をお支払いします。た
糖尿病障がい支援金のお支払後にご契約は終了（失効）し、同 一被保険者が新たにこの保険にお申込みいただくことはできません。

2
3
4
5
6
 

＊
＊
＊
＊
＊
 

@f呆険金をお支払いできない主な場合
以下のようなケースは保険金をお支払いできませんので、ご注意ください。
詳細については、 「契約概要」「注意喚起情報」「普通保険約款•特約」をご確認ください。

●治療を目的としない診断のための検査入院
（ただし、糖尿病の検査入院および教育入院の場合は除きます。）

●入院一時給付金が支払われる入院の退院日から 180日以内に開始した入院【入院一時給付金】
糖尿病入院時支援金が支払われる入院の退院日から 180日以内に開始した入院【糖尿病入院時支援金】

●次のいずれかに該当する事由によって入院した場合

・地震、噴火または津波

・戦争、その他の変乱

・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失

・被保険者の犯罪行為

・被保険者の精神障害を原因とする事故

・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故

・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故

・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する蓮転をしている間に生じた事故

・被保険者の薬物依存

•原因のいかんを問わず、頚部症候群（いわゆる「むちうち症」）または腰痛で他覚症状のないもの

となる病気やケガによる入院に限ります。
しながら学んでいただくシステムです。

院に限ります。支払対象となる病気には糖尿病または糖尿病に起因する病気を含みます。
た入院に限ります。
だし、入院の開始前180日以内に入院一時給付金をお支払いする入院があった場合には、糖尿病入院時支援金のみお支払いします。

＠保険料表

契約年齢＊1

40~44歳

45~49歳

50~54歳

（保険期問・保険料払込期問：1年問）

1,950 円

2,000 円

2,160 円

1,990 円

1,970 円

2,090 円

55~59歳

60~64歳

65~69歳

70~74歳

2,430 円

2,780 円

3,040 円

3,510 円

2,270 円

2,410 円

2,500 円

2,730 円

*1 申込日時点で満40歳から満74歳までの方がお申込みいただけます。ただし、申込日の属する月の翌月1日時点の年齢が75
歳になる方はお申込みいただけません。

●ご契約は1年ごとに自動更新されます。ご契約の更新後は、更新日における年齢の保険料が適用となります。
●今後の商品改定や保険料の見直し等により、保険料が変更になる場合があります。
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◎よくあるこ‘質問
商品に関するご質問

・責任開始日以降に糖尿病または糖尿病に起因する病気の症状が悪化したこと、またはその病気

と医学上関連がある病気を発病したことにより、入院治療が必要であると医師が判断し、入院さ

れたときは、保険金のお支払い対象となります。（入院一時給付金、糖尿病入院時支援金）

・責任開始日以降に糖尿病または糖尿病に起因する病気の症状が悪化したこと、またはその病気

と医学上関連がある病気を発病したことにより、糖尿病障がい状態に該当したと医師が判断し

たときは、保険金のお支払い対象となります。（糖尿病障がい支援金）

※詳しくは、「普通保険約款•特約」をご覧ください。

入院とは、自宅等での治療が困難なため、日本国内の病院または診療所に入り、常に医師の管理下

において治療に専念することをいい、医療機関以外での自宅療養やホテル療養等は含みません。

入院には日帰り入院＊、教育入院や検査入院を含みます。ただし、人間ドック・健康診断を除きます。

手術とは、治療を直接の目的として、器具を用いて患部を切開し治療的処置を施すことをいいます。

＊日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の入院で、入院基本料などの支払いの有無で判断します。

当社が保険契約のお申込みを承諾した場合には、保険契約のお申込みを受けた時または被保険者に

関する告知を受けた時のいずれか遅い時を責任開始期とし、この時から保険契約上の責任を負います。

責任開始期の属する月の翌月1日を契約日とし、保険期間は契約日から起算して1年間です。

ただし、責任開始期から契約日の前日までの間に、保険金の支払事由が生じたときは、責任開始期の

属する日が契約日となります。

保険期間は契約日から1年間ですが、 健康状態によらず1年ごとに自動更新され最長75歳までご継

続いただけます。なお収支状況の変化により、更新後契約の保険料、その他契約内容を見直す場合が

あります。

当社は、以下の病気を糖尿病または糖尿病に起因する病気とし、「糖尿病入院時支援金」「糖尿病

障がい支援金」の保険金支払対象としています。

• 1型糖尿病 ・2型糖尿病 ・狭心症 ・心筋梗塞 ・虚血性心疾患 ・脳梗塞 など

※詳しくは、「普通保険約款•特約」をご覧ください。

糖尿病または糖尿病に起因する病気を直接の原因として、以下の全部または一部の障がい状態に該

当したことをいいます。

• 1手の1手指以上を失ったもの ・1足の1足指以上を失ったもの

・人工透析療法または腎移植を受けたもの

ご契約のお申込手続に関するこ‘質問

保険証券の再発行はお電話（0120-685-336)もしくはメール（info2-cons@ansin-
ssi.com)にてお申込み下さい。

契約後のお手続きに関するご質問

保険金のご請求は、お電話（0120-685-336)もしくはメール（info2-ic@ansin-ssi.com)にてお
申し付けください。保険金請求書面をお送りいたしますので、必要書類を添付の上ご返
送ください。

その他のご質問

保険期間満了日の2ヵ月前までに契約更新のお知らせをご契約者さまに郵送でご案内します。

2025年12月1日の楽天少額短期保険株式会社からあんしん少額短期保険株式会社に契約移転し
たため楽天ポイントの付与は廃止となりました。それ以後、あんしん倶楽部を福利厚生サービスとして無料
にてご提供しておりますのでご利用ください。
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